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説

苑

一
子
相
績
制
度
に
就
て

第
十
入
谷

(第
四
號

一
〇
四
)

入

一
Q

葺兄

死

、

子

相

続

制

度

に

就

て

三

・完
)

T

入

木

、芳

之

助

『

第

}

緒

言

'

(五
)
「
干
相
続
八
の
共
同
相
綾
人
に
封
マ
る
關
孫

弟

二

一手
相
績
制
度
の
本
質

(以
上
前
々
號
揚
載
、
以
下
本
號
掲
載
)

(
一
)
「
手
相
績
法
の
客
盟
.

((ハ)農
軸咀の
許
慣

(
a
}間
接

一子
相
綾
法
の
客
盟

(古
)遺
言
露
分
「
手
相
縦
法
の
從
騒
性

(b
>直
接

一
子
相
練
法
の
客
盟

第

三

}
手
相
縷
制
に
封
ず
ろ
批
難

(一…)
一
子
相
綾
法
に
服
で
る
農
地
所
有
者
の
法
律
的
地
位
.

(
.こ
形
式
的
批
難

(三
)
相
綾
順
位

(二
)實
質
的
批
難

(四
)
.一子
相
続
人
の
先
取
得
分

第

四

結

論

ラ六

農

地

の

評

債

(

一
子
相
綬

法

の
制
定

に
際

し
最
も
重
要

に
し
て
且

つ
困
難
な

る
勲

は
、
相
続
の
対
象

だ

る
土
地

の
譲

渡
債
格

(土

地

償
格

)
の
確

定
で
あ

る
。
蓋

し

一
子
相
続

注
の

一
般

規
定

に
し
て
當

を
得

る
も
、
若
し
遺
産
評

償
に
し
て
正
賞

の
根
擦

の
下

に
立
た
ざ

る
場
合

に
於

て
は
、
豫
期

の

成
果
を
牧

め
得
ざ

る
が

た
め
で
あ

る
。
更

に
此

の
評
償

の
困



㌔

難
な
る
所
以
は

一
方
に
は
土
地
を
縫
承
す
る

一
子
相
綾
人
あ
り
、
他
方
に
於
て
は
相
綾
分
の
賠
償
を
要
求
す

る
共

同
相
綾
人
が
あ
っ
て
、
二
個
の
相
反
目
せ
る
利
害
閾
係
者
の
衝
突
を
見
る
を
以
て
で
あ
る
。
即
ち

一
子
相
続
人
は

土
地
を
維
持
巡
警
せ
ん
が
た
め
低
廉
な
る
評
償
を
要
求
し
、
之

に
反
し
共
同
相
続
人
は
.出
來
得
る
限
り
正
賞
な
る

相
纏
分
の
償
却
を
要
求
し
、
低
廉
な

る
評
償

に
反
凱
す

る
も
の
で
あ
る
。

一
般
人
民
の
牛
等
感
情
が
増
加
し
家
族

的
精
神
の
減
退
し
農
民
階
級
の
利
己
的
感
情

の
増
進
す

る
に
伴

ひ
家
長
は
遺
留
分
に
關
す
る
卒
等
分
割
規
定
に
依

て

一
子
相
続
人
を
優
遇
す
る
一
.
」
ご
を
妨
げ
ら
れ
、
自
由
意
思
的
行
爲
に
依
り
行
は
る
、
相
続
契
約

に
於
て
は
両
者

の
利
害
關
係
を
公
雫

に
協
定
す

る
こ
だ
益
々
困
難

こ
な
る
に

俘

ひ
、

一
子
相
続

制

の
敷
果
を
し
て
反

っ
て
反
封

の
結
果
を
齎
す

こ
ご
を
防
止
せ
ん
が
だ
め
、

　
手
相
績
法
規
に
依
る
財
産
關
係
の
規
定
は
益
々
肝
要
ε
な
る
に
至

の

つ
た
。

農
地
相
続

に
關

し
李
等
法
規

(羅
馬
注
)
の
原
則
が
弊
害
を
齎
す
所
以
の
も
の
は
、
農
業
林
業
に
利
用
せ
ら

る
.

、
土
地
が
被
相
続

人
に
封
し
、
卒
等

の
地
位

に
立

つ
共
同
相
続

人
が
竿
等

の
相
続
分
を
要
求
す
る
た
め
に
生
ず

る

債
務
負
措
を
考
慮
せ
ざ
る
の
み
な
ら
す
(
遺
留
分
灌
に
依
る
遺
言
自
由
の
制
限
)
、
・街
叉
常
談
法
制
に
凝
れ
ば
動
産

並
に
不
動
産
を

一
時
的
な
る
取
引
傾
啓
に
依
て
評
債
し
、
普
通

の
経
管
に
依
て
坐
す

る
牧
盆
を
根
底
ε
せ
ざ
る
に

依

る
。
ミ
キ

ユ
エ
ル
氏
の
謂

へ
る
如

く
、
都
市
羅
馬
法
に
於
て
獲
達

せ
る
資
本
贋
格
に
よ
る
土
地
評
償
の
見
解
を
.

直
ち
に
牧
盆
償
格
に
依
る
評
償
の
み
が
合
理
的
に
し
て
且

つ
正
當
な
る
全
く
異
な
る
農
業
關
係
に
適
用

せ
ん
ご
す

る
は
人
な
る
誤
謬
で
あ
る
。
吾
人
は
吾
人

の
法
律
に
依
り
相
綾
地
和
萱
卸
せ
し
む
る
や
う
強
制
す

る
を
徴
せ
な
.い
。

若
し
吾
人
に
し
て
少
な
く

ε
も
土
地
を

　
家

に
維
持
せ
し
む
る
こ
ご
を
許
容
す

る
な
ら
ば
、
土
地
を
費
卸

せ
し
む

読

苑

[千
相
続
制
度
に
就
て
.

第
十
八
巻

(第
四
號

「
〇
五
)

入
一
】

1)Buch。Ae.gela.
a.0.S-410一

匹



読

売

】子
相
継
制
度
匹
就
て

、
.第
十
八
巻

(第
四
號

一
〇
六
)

入
「
=

る
や
う
彊
制
を
加
ふ
べ
き
に
非
ざ
る
こ
ε
は
何
人
ご
錐
も
之
を
否
認
し
得
ざ
る
所
で
あ
る
。
然
る
に
若
し
法
律
に

し
て
現
實
に
起
ら
ざ
る
第
三
者

に
封
集
る
現
金
賞
却
の
前
提
に
於
て
、
相
続
賠
償
額
を
決
定
す
る
な
ら
ば
其
の
瞬

間

に
於
て
人
爲
的
強
制
を
加
ふ
る
も
の
で
あ

る
ご
。

一
子
相
穫
人
の
引
受
く
る
相
綾
地

の
許
債
に
就
て
牧
盆
主
義

を
採
用
す
る
が
至
當
で
あ
る
。
若
し
誤

て
取
引
慣
絡
主
義
を
探
ら
ん
か
最
近

バ
ー
デ

ソ
の

シ
ユ
ワ
ル
ツ
ワ
ル
ド
地

方
に
於
け
る

}
子
相
続
制
度
の
如
く
農
場
相
続
人
の
負
据
を
過
重
蔵
ら
し
め
農
場
の
維
持
経
醤
を
し
て
甚
だ
七
く

困
難
な
ら
し
む
る
で
あ
ら
う
。
.

・

現
行

一
子
相
続
法
に
於
て
は
通
常
土
地
の
取
引
償
格
に
依
ら
す
、
牧
盆
儂
絡
に
依

る
も
の
で
あ
る
が
、
此

の
土

'

.

地

の
牧
盆
償
格
が
如
何
に
し
て
決
定
せ
ら
る

、
や
に
就
て
は
各
法
律
に
よ
b
歴

々
で
あ
る
。

ブ
ラ
ウ
ソ
シ
ユ
ワ
イ
ヒ
、
オ
ル
デ
ソ
プ
ル
グ
の
法
律
に
よ
れ
ば
相
綾
地
の
償
幣
は
各
場
合
別
々
に
牧
盆
主
義

に

依

っ
て
評
催
す
る
。
此

の
評
横
は
歴
識
別
所

に
よ

っ
て
任
命
せ
ら
る
、
審
査
委
員
の
自
由
裁
量
に
俵

っ
て
決
す
。

被
相
続

人
の
債
務
は
農
場
以
外
の
遺
産
よ
b
支
揃
ひ
、
之
に
て
不
足
の
場
合
に
は
農
場
儂
格
中
よ
b
支
捌
ふ
。
審

査
委
員
の
評
債
に
關

し
争
議
の
起
れ
る
場
合
に
は
係
争
物
件
た
る
土
地
慣
格

の
如
何
を
問
は
す
壷
帳
を
管
卸
す
る

囁
裁
別
所
の
椹
限
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
。

上
述
の
二
立
法
に
於
て
は
評
償
委
員
は
計
債
に
關
し
何
等

の
法
律
的
訓
令
を
憂
く
る
も
の
で
は
な

い
が
、

シ
ヤ
ゥ

ブ
ル
グ
リ
ツ
・ぺ
、

ハ
ソ
ノ
ー
バ
、
ラ
ウ

エ
ル
ブ
ル
グ
、
及
び

シ
.ユ
ン
ス
ゥ
イ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
法
律
は
特
殊

規
定
を
有
し
て
み
る
。
即
ち
先
づ
第

[
に
農
場
の
實
際
の
純
牧
盆
が
許
慣
せ
ら
れ
、
之
に
基

い
て
農
場
の
資
本
額

が
決
定
せ
ら
れ
る
。
帥
ち
農
地
全
艦

(
附
騒
物
を
含
む
)
が
現
在

の
経
管
に
よ
b
普
通
産
出
す

べ
き
年

々
の
純
敢

1)VしrhandlI↓ngelldじrGene【alversammlung

vomgOcmber1882.S.34.

v.x874彦[2,s3.2)Braunschweig,Ges.

Oldenburg.Ges.a.8.彦2,3.
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鍮
を
根
底

ご
す
。
夙
存
の
贈
物
鳳
所
有
者
の
住
居
並
に
脛
瞥
に
必
要
な
る
限

り
特
別
に
詩
僧
せ
ら
れ
す
、
之
を
農

場
傾
格
中
に
包
含
せ
し
む
。
建
物
に
し
て
其
他
の
目
的
に
使
用

せ
ら
る
＼
場
合
に
は
、
賃
貸
其
他
の
方
法
に
依

っ

て
抽
出
せ
ら

る
＼
利
用
慣
値
に
獲
て
許
慣
せ
ら
る
。
か
く
算
定
せ
ら
れ
た
る
年
々
の
純
牧
盆
よ
り
農
場
其
他
附
履

物
の
負
櫓
す

る
租
税
を
控
除
し
残
額
の
二
十
倍

(
ブ

レ
ー
メ
ン
に
於
て
は
二
十
五
倍
)
を
以
て
農
場
の
償
格

ε
す
。

被
相
続
人
の
負
債
は
農
場
以
外

の
遺
産
よ
り
支
梯

ふ
。
若
し
之
に
て
不
足
の
場
合
に
は
農
場
儂
格
中
よ
b
支
撹
ふ

D

も
の
で
あ
る

以
上
の
各
立
法
は
農
地

の
評
償
を
個
々
の
場
合
に
特
別
に
決
定
す
る
も
の
な
る
が
、
ウ

エ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
及

び
ブ
ラ

ン
デ

ン
ブ
ル
グ
に
適
用
せ
ら
る

、
農
地
法
に
在
て
は
、
個
々
の
農
地

の
牧
盆
評
債

に
依
ら
す

一
般
的

に
確

定
せ
む
れ
た
る
租
税
豪
帳
の
純
牧
盆
を
基
礎

ε
ず

る
。

ウ

エ
ス
フ
ァ
ー

レ
ソ
の
立
法
者
の
意
見

に
依
れ
ば
、
各
農
地

の
現
實
の
純
牧
盆
を
基
礎

巴
す
る
個

々
の
評
慣
は

.

取
引
償
絡
主
義

に
依

る
評
儂
蓬
同
様

に
次
の
如
き
映
黙
を
存
す
る
も
の
ε
せ
ら
る
。
.(
イ
)時

々
の
不
正
常
的
な
る

市
場
關
係
並

に
評
債
委
員
の
個
人
的
見
解
に
從
ふ
が
故

に
容
易
に
専
断
に
陥
り
易

い
所
で
あ

っ
て
、
(
ロ
)
被
相
綾

入
は
豫

め
農
地

が
死
後
如
何
に
高
く
評
慣
せ
ら
る

、
か
を
知
b
得
ざ

る
が
故

に
、
死
亡
の
際

に
適
切
な

る
威
勢
を

行
ひ
難

い
。
立
法
者
の
意
見
に
依
れ
ば
若
し
農
地
債
格

に
し
て
租
税
壷
帳
の
純
牧
盆
に
依

る
場
合
に
於

て
は
各
農

場
所
有
者
は
此
の
純
牧
盆
に
法
律
規
定
の
鍬

(十
⊥
ハ
、
二
十
、
二
十
五
倍
等
)
を
果
す
る
こ
ご
に
依
り
容

易
に
之

の

を
算
出
し
得

る
ご
謂

ふ
に
あ
る
。

ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
農
場
法
に
從

へ
ば
農
地
の
慣
幣
ご
し
て
不
動
産
租
税
豪
帳
の
純
牧
盆
の
二
十
倍
の
額

　

設

苑

「
子
相
績
制
度

に
就

て

第
十
八
巻

(　第
四
號
.
一
〇
七
)

八

=
二
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設

宛

一子
相
続
制
度
に
就
て

、

第
十
入
巻

(第
四
號

一
〇
八
)

八
一四

も
以
て
す
る
。
街
土
地
所
有
者

の
住
居
又
は
経
管

に
用

ゐ
ら
れ
ざ
る
家
屋
は
家
屋
税
の
基
準
た
る
利
用
償
値

の
二

十
倍
を
加
ふ
。
地
欄
は

一
般
的
規
定
に
從
て
評
催
せ
ら
れ
湿
る
後
両
次

の
諸
贋
格
を
加
ふ
。
(
イ
)農
地

に
附
羅
す

る
有
用
な
る
椹
利
は
二
十
倍
の
償
格

に
て
、
(
ロ
)
立
木
の
償
格
、
「
ご

農
地

に
存
す
る
工
業
的
設
備
の
慣
略
奪
で

あ
る
。
農
地

の
負
措
す
る
公
課
は
之
を
農
地
の
純
牧
盆
中
よ
り
控
除
す

る
こ
ご
な
く
、
土
地
相
続
人
に
移
轄
す

る

も
の
こ
す
る
。

ブ
ラ
ソ
デ

ソ
プ
ル
グ
の
農
地

法
に
よ
れ
ば
農
地
償
格
は
租
税
毫
帳
牧
盆
の
三
十
倍
ご
し
、
.家
屋
税
を
納
附
す

る

家
屋
は
利
用
債
櫨

の
二
十
倍
ε
す
る
。
之
に
次
の
諸
償
格
を
加
ふ
。
(
イ
)土
地
及
び
家
屋
に
結
合
す

る
利
用
権
利

償
値
の
二
十
倍
、
〔
こ

立
木
の
償
格
。
(
ご

農
場
に
存
す

る
設
備
に
し
て
農
業
林
業
に
利
用

せ
ら
れ
ざ
る
も
の

、

慣
絡
等
で
あ
る
。

'
.

'

ラ七

.遣
智
盧
分
権
。

一
子
相
概
法
の
從
暦
性

現
行

一
子
相
続
法
は
上
述
の
如
く
補
充
的
性
質
を
有
し
從
て
農
場
所
有
者
の
遺
言
庭
分
は
慶
大
な
る
範
園

に
於

て
許
容
せ
ら
る
.
此
の
遺
言
腱
分
権
は
個
々
の
法
律
に
よ

っ
て
宣
吉
せ
ら
る

、
こ
ε
あ
り
、
或

は
所
有
者

に
許
容

.

せ
ら
る
、
権
能
の
結
果
間
接
に
生
す
る
こ
ご
が
あ
る
。
農
場
所
有
者
は
左
の
権
利
を
有
す

る
。

①

全
農
地
若
く
ば
其

↓
部
分
に
勤
し

一
子
相
纏
注
の
適
用
を
排
除
し
、
普
通
相
緻
注
を
採
用
し
若
し
く
ば
特
別

な
る
遺
言
庭
分
を
行

ふ
こ
ξ
ケ
得
る
。
農
場
毫
帳
に
登
記
せ
ら
れ
た
る
農
地
に
在
て
は
登
記
の
抹
消
に
依
り
1

再
登
記
に
至
る
迄
1

」
般
相
続
法
に
服
す

る
。
農
場
毫
帳

へ
の
据
置
に
よ
り

一
代
若
し
く
ば
数
代
の
相
続
に
謝

し
、

一
子
相
続

法
の
適

用
を
排
除
す

る

こ
ご
を
得

る
。

・

2)Miakowski,a,a,0。S.429.
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傷

法
律
規
定

ε
異
な
る

一
子
相
綾
人
の
選
定
を

一
般
根
積
椹
能
あ
る
子
供
中
よ
り
爲
す

こ
ξ
を
得

る
。

㈲

農
場
詐
慣

に
關

し
法
律
規
定
ご
異
な

る
評
債
を
寫
し
、
先
取
得
金
の
増

加
叉
は
減
少
に
依
り

一
子
相
続

人

の
優
遇
を
法
律
規
定
よ
り
異
な

っ
て
定
む
こ
ご
を
得
る
。

わ

㈹

共
同
相
続
人
の
賠
償
金

の
支
拙
は
る

、
期
間
及
び
方
法
を
確
定
す
る
こ
ε
を
得

る
。

被
柑
綾

人
の
死
亡
の
際

に
於
け
る
庭
分
罹

に
就
て
は

一
子
相
綬
法
に
依
れ
ば
遺

留
分
㎜罹
に
就
て
の
み
拘
束
せ
ら

る
。
即
ち

　
子
相
繧
人
に
非
ざ

る
共
同
相
籔
入
の
遺
留
分
の
計
算
に
謝
し
て
は
、
此

の
法
律
に
依
て
評
慣
せ
ら
れ

把
る
相
続
財
産
額
を
規
準
`
し
、

】
手
相
綾
人
の
遺
留
分
に
就
て
は

一
般
法
に
基
き
評
慣

せ
ら

る
、
相
続
財
産
を

標
準
ご
す
る
の
規
定
を
設
け
て
み
る
、

足
れ
若
.し

一
子
相
綾
法
の
目
的
に
し
て
農
場
を
秩
序
的
に
相
続
人
の
手
中
に
於
て
維

持

経

督
す
る
の
黙
に
存

す

る
な
ら
ば
、

一
子
相
続
人
ご
並
び
て
相
続
権
能
を
有
す
る
共
同
相
纏
人
の
遺
留
分
を
し
て
過
大
な
ら
し
め
ざ
る

を
必
要
ご
し
、
之
に
反
し

一
子
相
続
人
の
遺
留
分
は
農
地
を
完
全
に
維
持
し
得
る
に
充
分
な
る
程
度
に
保

π
ん
こ

の
考
慮
よ
り
し
て

一
子
相
続
人
に
は
遺
留
分

に
關
す

る
有
利
な

る

一
般
法
の
規
定

に
依
り
、
他

の
共
同
相
綾
人
の

遺
留
分
ε
同

一
列
に
遣
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

上
遠

せ
る
所

に
よ
り

】
子
相
続
制

度
の
如

何
な

る
も

の
な

る
や
に
就
て
略
述

せ

る
所
な

る
が
、
現
行

一
子
相
綾

制

に
於

て
は
古

代

の
強
制
的
拘
束
的

形
式

よ
り
漸

次

一
般

法

へ
の
接
近

が
行

は
れ
た
。
從

て
現

行

一
子
相
続
法

π

る
や
何
等
.絶
劃
的

強
制
}的
性
質
を
帯

ぶ
る
こ

ざ
な
く
、

よ
く
折
一代
離
隔業
制
度

に
滴
…悉
す

る
に
至

っ
た
.
今
日

の
展

観

苑

一
子
相
籔
制
度
に
就
て

第
十
入
梅

(第
四
號

一
〇
九
)

入

一五

1)Hannov.Ges.馨[7-20

Sr刊esw.Holst.Ges.i5一18

01denb.Gesa.11

}ire】u.Ges,18-21

Lubeck.Ges.a、4BrandenbL.G.0.14-16.
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説

苑

「
手
相
績
制
度
に
就
て

、

第
十
入
巻

(第
四
號

一
一
〇
)

八
一
六
.

.

業
制

度
の
依

っ
て
基
く

原
則

は
土
地
所

有
罹
者

の
自
由
庭

分
灌
能

を
認

め
土
地
所

有
者

を
し
て

一
般
李
等
原

則
に

服
せ
し
む
る
に
存

・
從
て

享

相
続
法
が
倉

の
法
制
の
聾

翠

概
観

せ
ざ
ら

ん
が
た
め
に
は
必
然
此
の
現
在

農
業
制
度
の
根
本
原
則
を
採
用
す
る
こ
ε
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
現
行

一
子
相
綾
法
は
土
地
所
有
者
の
生

存
中
の
契
約
に
よ
り
、
叉
は
死
亡
の
際
に
於
け
る
遺
言
に
依

り
明
白
な
る
廃
置
を
爲
さ
ゴ
る
場
合
に
於
て
之
を
適

用
す

る
の
補
充
法
こ
な
る
に
至

っ
陀
。
又

　
子
相
続
人
は
今
日
の
塒
代
思
想
た
る
自
由
雫
等
の
勃
興

に
件
ひ
、
古

代
の
如
き

一
子
相
綾
人
の
優
先
を
許
さ

～
る
に
至
り
漸
次
普
通
相
纏
法
に
接
近
す

る
の
傾
向
和
二示
し
、

一
子
相
綾

地
の
評
慣
、

一
子
相
続
人
の
先
取
持
金

の
評
定
に
就
て
も
相
綾
地
を
家
族
に
於
て
維
持
縄
接
し
得

る
の
限
度
に
認

む
る
に
至
り
漸
次
拘
束
よ
り
自
由

へ
の
進
展

の
跡
を
示

し
て
み
る
。

第
三

一
子
相
続
制
に
封
ず
る
批
難

一

形

式

的

批

難

(

㈹
若
し

一
法
制
に
し
て
屡
止
す

べ
き
も
の
た
る
以
上
.
之
ε
密
接
不
可
分
の
關
係
に
立

つ
他

の
法
制
も
亦
塵
止

す

べ
き
で
あ
る
。
即
ち

一
子
相
続
注
た
る
や
拘
束
的
農
業
制
度
特
に
農
地
の
不
可
分
割
の
結
果

で
あ
る
。
然

る
に

今
日
の
農
業
制
度
た
る
や
自
由
主
義
制
蓬
な

っ
た
。
從
て

一
子
相
綾
法
も
亦
普
通
法
に
代
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
所

コ

有
地

の
拘
束
、

一
子
相
続
法
は
所
有
地
の
自
由
慮
分
並
に
普
通
相
綾
法
ご
反
射
的
僚
件
を
な
す
制
度
で
あ
る
ご
。

此
の
批
難
に
謂

へ
る
如
く
農
業
制
度
は
古
代
の
拘
束
よ
り
.自
由

へ
ε
獲
展
す
る
こ
ε
は
明
白
で
.あ
る
。
此

の
傾

Braun5chw.Ges・v・1858書27-29・ 「

Braunschw.Ges.v.1874P[,5,11・r4・19・'

Schauml)=LipっGes.2122.

、)際P駄1舗 億 ・論 ・au,,1・、h・E・b・19、・Set…d・rPr・ 疵W…p・ 一
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「

向
た
る
や
世
襲
財
産
及
び
舌
代

の
強
制
的

一
子
粗
糲
制
の
塵
止

に
よ
っ
て
明
白

に
認
め
ら
る
、
所
で
あ
る
。
又
往

々
に
し
て

一
子
相
綾
制
は
農
地
の
不
分
割
ε
關
保
し
、
此

の
不
分
割
は
通
常

一
子
相
続
制
を
誘
導
せ
る
所
な

る
が

然

し
両
者
は
決
し
て
論
者

の
謂

へ
る
和
ぐ
不
可
分
的
因
果
關
係
を
有
す
る
も
の
で
は
な

い
。
土
地
所
有
地
の
拘
束

　

は
往
々
に
し
て
普
通
法
ご
同
時

に
適
摺
せ
ら
れ
だ
る
の
例
は
乏
し
か
ら
す
。
例

へ
ば
ザ
ク
セ
ン
王
国
に
於
て
は
土

地
は

一
子
相
綾
法
に
獲

て
粗
積
せ
ら
れ
ざ
る
に
拘
ら
す
、
所
有
地
の
七
割
乃
至
七
割
五
分
ば
法
律
上
の
拘
束
を
被

て
る
る
。
他
力
現
行

一
子
相
続
怯
に
よ
価
ば

「
手
相
緬
制
ε
普
通
法
ε
を
同
時

に
適
用
ぜ
し
む
る
も
の
に
し
て
、

即
ち

一
子
相
纏
法
は
普
通
法
の
補
充
法
ご
し
て
適
用
せ
ら
る
＼
も
の
で
め
る
。
由
之
明
白
な
る
が
如
く

一
子
相
続

制
は
所
有
地
自
由
庭
分
立
に
普
通
法
ご
反
勤
修
件
を
爲
さ
～
る
や
明
か
で
あ
な
。
普
通
浩
に
よ
る
分
割
相
続
制
に

し
て
農
地
の
不
麗
濟
的
細
分
を
促
し
其
の
弊
害

の
甚
大
な

る
に
於
て
は
、
之
を
放
任
す

る
こ
ご
な
く

↓
子
相
続
制

に
よ
っ
て
之
を
防
止

せ
ん
ξ
す
る
は
必
ず

し
も
不
當
の
策

で
は
球
い
。

㈲

一
法
制
を
採
用
せ
る
原
因
に
し
て
最
早
や
存
在
せ
ざ

る
な
ら
ば
、
該
法
制
は
早
晩
之
を
排
除
廿
.ざ
る

べ
か
ら

す
。
古
代
仁
於
て

一
子
相
積
法
の
採
用
を
促
し
た
る
領
主
の
利

益
及
び
国
庫
の
利
益
は
現
存
せ
す
、
從
て
此

の

一

子
相
憤
制
は
侵
早
や
存
在
の
根
撮
な
き
が
故

に
之
を
廣
す

べ
き
で
あ
る
ε
。

.
,

.

瓦

庇
の
結
論
縫

當
な
る
が
如
き
も
實
は
然
ら
す
。
蓋
し

事

相
績
制
を
獲
生
せ
し
め
た
る
動
讐

・
後

に

他

の
動
機
に
依
て
代
ら
る
、
こ
ご
あ
り
。
斯

く
て
此
の
新
動
機
に
し
て
古
代
の
動
機
を
膳
止
せ
し
む
る
に
有
効
な

る
場
合
に
は
古
代
の
制
度
の
存
続
を
正
當
ε
す

べ
き
で
あ
る
。
此
の
制
度
の
存
続

は
此
の
場
合
全
く
愛
更
せ
ら
れ

た
る
方
法
に
於
て
か
若
し
く
ば
古
代
法
制
に
多
少
の
本
質
的
攣
更
を
加

へ
て
後
荷
は
る
、
を
常

帰
一す
る
。

窺

苑

一
子
相
続
制
度
に
就
て

第
十
八
巻

(第
四
號

一
一
【}

入
一
七

.1)r癖li賃1ζowglζi,a.a.0.S.240
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説

苑

一
子
相
続
制
度
に
就
て

第

十
八
巻

(第
四
號

「
一
二
)

八

「
入

㈲

事

相
績
法
に
向
嫉
ら
る
疵

讐

し
て
同
様
形
式
的
性
質
を
獲

る
も
の
笠

子
相
続
法
は
法
規
統

一
性

の
原
則
を
破

る
、
即
ち
農
業
林
業

に
利
用

せ
ら
る

、
所
有
地
に
謝
し
、
他
の
動
産
に
適
用

せ
ら
る

＼
も
の
ε
異
な

る
法
規
を
適
用
す
る
は
不
當
な
り
ご
謂

ぷ
に
あ
る
。
詳
言
す
煎
ば
土
地
私
有
権
を
動
産
私
有
椹
よ
り
匪
別
す
る
は

正
賞
で
な
い
。
斯
の
如
き
匠
別
は
既
に
全
く
克
服
せ
ら
れ
π
る
歴
史
的
見
解
で
あ
る
。
所
有
椹

の
包
含
す
る
標
利

の
概
念
從
て
使
用
、
相
続
及
び
威
分
権
能
は
事
物
の
種

々
な
る
性
質
に
依
て
憂
化
す

る
も
の
で
な

い
。
不
動
蕨
は

自
由
庭
分
権
を
排
除
す
る
特
殊
所
有
権
を
構
成
す

ε
の
観
念
は
吾
人
の
現
行
法
的
観
念
に
矛
盾
す

る
も
の
で
あ
る

ご

。

.

・

上
述

の
批
難
に
謝
し
て
は
農
地
及
び

一
般
動
産
の
間
に
存
す

る
根
本
的
相
違
、
就
中
土
地
は
自
由
に
之
を
移
聴

す

る
を
得
手
、
且
つ
自
由

に
増
加
し
得
ざ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
不
代
替
的
に
し
て
土
地
の
償
値
を
毀
損
す

る
こ
ご

な
く
し
て
無
制
限
に
細
分
す
る
を
得
な

い
。
此

の
如
き
土
地

の
特
殊
性
は

一
般
相
続
法
ε
並
び
て
農
業
林
業
に
利

用
せ
ら
る
、
土
地
に
封
ず

る
特
殊
相
続
法
の
存
在
を
可
能
な
ら
し
む
る
に
充
分
で
あ
る
。

・
ッ
シ
ヤ
.-
の
謂

へ
る

如
く
、
土
地
動
産
化
の
自
由

は
決
し
て
不
等
思
想
を
追
求
す

ε
も
の
で
な
く
簗
ろ
不
動
産
だ
る
土
地
`
簡
の
動
産

ε
の
匪
別
忽
無
視
せ
る
も
の
で
あ
る
。
蓋

し
土
地
は
本
質
的
に
動
産
ご
嘔
捌
せ
ら
る
可
港
も
の
に
し
て
過
度
の
分

割
は
防
止
せ
ら

る
べ
き
で
あ
る
。
帥
ち
常
時
の
集
約
程
度
に
悉

じ
適
度
の
大
さ
を
有
す
る
土
地

に
し
て
細
分
に
依

腎
土
地
の
儂
値
を
失

ふ
は
、
恰
も
寳
石
、
船
舶
、
維
薔
及

び
馬
等
が
分
割
に
よ
っ
て
傾
値
を
失
ふ
ざ
同
様
で
あ
る

が

土
地
所
有
者
の
経
済
的
考
慮
を
拘
束
す
右
こ
一し
な
く
間
接
に
特
殊
相
続
法
に
依

て
所
有
地
の
無
分
別
な
る
分

割
を
防
止

せ
.ん
ε
す
る
相
続
法
規
は
少
な
く

ε
も
正
常
な
る
法
規

の
分
岐
で
あ
る
。
加
之
土
地
の
特
殊
な
る
性
質

・)R。 麗11凱 恥 ピ職d山 。gttb・ ・di・n・ …p・e・s・icche・G・ ・et・e…E・h・it・ ・ng「
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喚

を
問
題
ε
し
動
産

`
異
な
る
法
律
を
適
用
す

ε
雌
も
、
こ
は
新
奇
な
る
原
則
を
適
用
す

る
に
非
ず
し
て
寧
ろ
既
に

古
代
の
法
律

に
依
り
根
底
を
有
す
る
思
想
、
即
ち
立
法
の
制
定

に
際
し
土
地

の
国
民
経
済
的
性
質
に
於
け
る
相
違

.

を
標
準
ε
す

べ
き
で
あ
る
鷲
の
思
想
を
復
活
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
過
去
の
特
殊
立
法
の
遺
物

に
於
て
共
通
分
原
則

を
獲
見
し
之
を
現
代
の
要
求

に
適
恋

し
て
改
造
し
古
代
の
清
掻
的
農
業
立
法

に
、積
極
的
方
向
を
與
ふ
る
は
至
當
の

方
策

で
あ
る
。

二

實

質

的

批

難

㈲
新
時
代
の

一
子
相
続
法
に
封
ず
る
批
難
は
軍
観
相
績
制
度
そ
の
も
の
に
向
け
ら
る

、
も
の
で
な
く
て
、
寧
ろ

一
子
相
続
人
の
共
同
相
続
人
に
謝
す
る
優
遇

に
關
す
る
も
の
に
し
て
、
之
を
以
て
個
人
主
義
的
現
代
耽
會
の

一、般

法
理
に
違
反
す
ご
謂

ふ
に
在
り
。

一
子
相
続
制
に
謝
す
る
反
動
理
由

ε
し
て
ブ

レ
ソ
タ
ノ
ー
は
次
の
如
く
謂
ぷ
。

農
地

の
羅
射
的
李
等
分
割
は
有
ゆ
る
場
合
に
於
て
農
業
経
管
上
有
利
な
る
も
の
で
な
い
。
特
に
経
管
上

の
技
術
的

見
地
に
基
き
分
割
を
経
済
的

に
有
害
蓬
認
む
る
場
合
に
於
て
、

↓
人
に
依
る
農
場
相
緬
は
有
ゆ
る
場
合

に
於
て
之

を
是
認
す

べ
き
で
あ
る
。
何
人
ξ
羅
も
其
の
子
供
に
工
場
若
し
く
ば
高
償
な
る
維
譜
を
遣
せ
る
場
合
に
之
が
貰
物

分
割
を
承
認
す
る
人
な
き
ピ
同
様
に
、
若
し
農
場
に
し
て
経
済
的
關
係

に
於

て
技
術
的

「
.単
位

ξ
し
て
取
扱
は
る

、
場
合
に
於
て
、

一
.人
相
績
の
増
加
す

る
は
有
ゆ
る
場
合
に
於
て
進
歩
ご
看
做
す

べ
き
で
あ
る
。
然
し
乍
ら

「
人

の
子
供
の
み
が
工
場
若
し
く
ば
高
償
な
る
檜
謁
を
取
得

し
他
の
子
供
に
し
て
何
物
を
も
取
得
せ
ざ
る
か
、
若
し
く

ば
不
充
分
な
る
賠
償
を
得

る
に
過
ぎ
ざ
る
な
ら
ば
、
何
人
も
之
を
正
當
ご
せ
な
い
で
あ
ら
う
。
然
し
乍
,ら

一
方
に

於
て
相
緬
財
産
の
軍

一
性
を
維
持
し
.
他
方
総
て
の
子
供
の
利
益
を
確
保
す

る
爲
の
に
は
他
の
方
法
が
あ
る
。
師

説

苑

一
子
相
締
…制
度
に
凱
て

第
十
八
巻
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四
號
…
「
一
三
)
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苑
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子
相
縦
制
度
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就
て

第
十
八
巻

(第
四
號

一
一
四
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八
二
〇

ち
共
同
相
続
人
に
充
分
な
る
賠
償
を
與
ふ
る
か
、
叉
は
相
綬
財
産
を
質
劃
し
其

の
代
慣
を
平
等

に
分
割
す
る
か
の

何
れ
か
に
あ
る
。
斯
く
て

一
子
相
続

法
ざ
普
通
相
続
法
ε
の
匠
別
は
土
地
の
不
分
割
継
承
ざ
實
物
分
割
ε
の
匠
別

に
在

せ
す
し
て
、
寧
ろ
共
同
相
続
人
を
犠
牲

ε
し
て

一
子
相
続
人
を
優
遇
す

る
`
遺
産
償
額
の
半
等
分
割
ε
の
匪

り

別
で
あ
る
。

ダ
.

惟

ふ
に
此

の

一
人
の
子
供
に
財
産
椹
上
の
優
越
を
與
ふ
る
こ
ご
は
塒
代
精
神
だ
る
自
由
平
等

の
威
情

に
反
す

る

も
の
で
あ
る
。
農
民
階
級
内
に
於
て
家
族
的
精
神
が
減
退
し
、
利
己
的
衝
動

の
優
勢

ε
な
る
に
伸

ひ
、
他
の
兄
弟

を
犠
牲

ご
し
て

】
人
の
子
供
に
財
産
権
上
の
優
越
を
許
容
す

る
法
規
を
維
持
す

る
こ
ε
は
益

々
困
難
ビ
な
b
、
叉

益
々
疑
問
ご
な
る
.
斯
の
如
き
考
慮
よ
り
し
て

一
子
相
続
人
の
特
椹
が
空
然
排
除
せ
ら
れ
、
從
て

一
子
相
綬
人
及

び
共

同
相
鞭
人
聞

の
遺
産
分
割
に
關
し

　
般
相
綾
規
定
を
適
用

し
.
総
て
の
子
供
を
同

一
基
礎

に
於
て
之
を
遇
す

る
の
見
地
よ
b
す
れ
ば
、
相
繧
開
始
の
場
合
に
於
け
る

一
子
相
綾
人
の
地
位
は
鯨
b
羨
望
す

べ
き
も
の
で
は
な
い
。

之
を
實
際
に
就
て
見

れ
ば
四
人
の
子
供
の
あ
る
場
合
に
は

一
子
相
続
人
の
相
綾
地
は
地
慣
の
四
分
の
三
の
負
櫓
を

生
じ
、
五
人
の
子
供

の
場
合
に
は
五
分
の
四

の
負
措
を
生
す
る
。

一
子
相
続
人
の
適
度
の
特
罐
な
く
文
相
綾
分
を

賠
償
す

べ
き
不
動
産
以
外

の
資
金
の
存
せ
ざ
る
場
合
に
於
て
は

　
手
相
緬
制
の
蟹
行
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
適
度

の
限
界
内
に
於
て

　
手
相
綾
人
の
特
権
夕
.保
護
す
る
は
結
局
兄
弟
自
身
の
利
益
で
あ
る
。
蓋
し
共
同
相
続
人
は

　

手
相
績
人
の
繁
榮

せ
る
場
合
に
於
て
の
み
相
続
分
の
賠
償
を
保
調
せ
ら
る
る
も
の
に
し
て
、
且

つ
共
同
相
続

人
の

困
窮
に
際
し
父
祖
の
土
地

に
避
難
所
を
見
出
し
得
る
所
で
あ
る
。
若

し
季
等
分
割
を
爲
き
ん
が
だ
め
相
綾
地
を
第

三
者
に
質
却

ぜ
ん
か
、
家
族
は
土
地
を
永
久
に
矢
.渦
に
至
b

一
子
相
続
制
本
来
の
目
的
を
柴
ふ
こ
ざ

、
な
る
ρ

1)Bren[ano.AnerbenrechtlnlGrundeigen亡umS.42
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㈲

一
子
相
纏
入
は
他
の
共
同
相
綾
人
に
賠
慣
を
與
ふ
る
だ
め
農
地
に
負
債
を
起
し
て
困
難
す

る
こ
ご
が
あ
る
じ

し
て
批
難
せ
ら
る
。

一
子
相
続
制
の
下
に
於
て
共
同
相
続
人
た

る
兄
弟

の
相
綾
分
を
辨
済
す

べ
き
資
金
が
土
地
以
外
に
於

て
存
在
せ

な

い
場
合
に
於
て
、

一
子
相
纏

八
の
地
位
は
甚
だ
危
険
な
る
も
の
で
あ
る
。

一
子
相
綾
人
は
相
続
開
始
の
瞬
間

に

ダ

於
て
著
大
な

る
債
務
を
負
措
す

る
も
の
に
し
て
此

の
債
務
の
利
子
及
び
元
本
は
農
地
緯
楼
の
牧
釜
中
よ
り
支
彿
を

要
し
、
此
の
債
務
辨
済
規
定

の
如
何
を
間
は
す

一
子
相
続
人
の
強
制
債
務
は

一
子
相
続
制
ご
密
接
不
可
分
の
随
伴

現
象
で
あ
る
。
從
て

一
子
相
続

法
の
實
施
せ
ら

る

、
地
方

は
他
地
方
に
比
し

[
般
に
高
率
な
る
債
務
を
負
推
す
る

や
明
白
な
る
所
で
あ
み
。
此

の
強
制
負
債
た

る
や

一
子
相
続
制
度
を
根
本
的
に
批
難
す

べ
ぎ
原
因
た
ら
す
ε
難
も

一
子
相
続
法
が
繕

射
的
に
必
要
な
ら
ざ
る
地

方
に
於
て
當
該
制
度
を
移
植
守
る
こ
ご
を
回
避
す

べ
き
動
因
を
興
ふ

る
も
の
で
あ

る
。

然
し

「
子
相
繧
人

に
課

せ
ら
る
＼
賠
償
義
務
よ
り
獲
生
す
る

一
子
相
続
法
に
劃
す
る
批
難
は
、
若
し

一
子
相
続

制
に
し
て
、
賠
償
債
務
に
封
ず
る
適
度
の
償
還
方
法
を
規
定
す

る
積
極
的
信
用
制
度
、
及
び
債
務
を
負
措
せ
る

一

子
相
細
入
を
し
て
不
慮
の
損
害

に
依
り
惹
起

せ
ら
る
、
強
制
執
行
を
多
少
緩
和
す

る
債
務
法
、
更
に
農
民
を
し
て

不
慮

の
災
害

よ
り
保
護
す

る
農
業
保
険
制
度

に
件
は
る
、
場
合
に
於
て
は
稽
緩
和
せ
ら
る

、
で
あ
ら
う
。
か

、
る

積
極
的
施
設
た
る
や
農
民
.階
級
に
し
て
経
済
的
遠
慮
ソ心
、
並
に
家
族
的
考
慮
心
を
鉄
く
地

方
に
於
て
は
、
常

に
之

を
布
敷
な
ら
し
む

る
π
め
多
少

の
強
制
的
性
質
を
敏
く
を
得
な

い
。
斯

る
地
方
に
於
て
は
此
の
種

の
農
業
法
の
制

定
は
必
要
で
あ
っ
て
、
相
続
立
法
に
依
り
獲
生
す

る
強
制
債
務
を

一
定
期
間
内

に
償
却
せ
し
む
る
の
考
慮
を
彿
は

設

苑

一子
相
纏
制
度
に
就
て
.

第
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八
巻
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四
號

一
一
五
)
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第
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巻
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な

い
場
合
に
於
て
は

一
子
相
続
制
度
の
貴
行
は

一
.手
相
績
入
を
し
て
困
難
な
る
地
位
に
陥
ら
し
む
る
守
あ
ら
う
。
.

㈲
共
同
相
続
人
に
賠
償
す

る
に
當
り
計
.算
の
基
礎

正
し
て
土
地
の
牧
盆
償
格
を
探

る
べ
き
こ
・し
は
前
述

せ
る
所

で
あ
る
。
然

る
に
此

の
牧
盆
償
銘
の
算
出
た
る
や
非
常

の
困
難
ご
圖
は
ざ
る
を
得
な

い
。
特
に
農
地
に
於
て
土
地

の
牧
盆
に
關
す
る
記
録
を
備
ふ
る
こ
ξ
は
稀

で
あ
る
。
呪
や
本
来
の
農
家
薄
記
に
於
て
を
や
。
從

て
土
地
牧
盆
評

憤
は

一
定
の
擬
闘

の
自
由
裁
量
に

一
任
せ
ら

る
＼
所
で
あ

っ
て
此
の
評
償
が

「
子
相
纏
人

に
果
し
て
適
切
な
り
ゃ

否
や
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
現
行
法

に
於
て
は
明
白

に
過
度
に
高
き
評
償
に
於
で
も
相
続
を
放
棄
す

る
や
否
や
の

選
澤
を
與

へ
ら

る
、
こ
ε
な
し
。
從

て
農
地
評
贋
に
於
け
る
誤
算
は

}
子
相
続
人
の
不
幸
な
る
結
果
を
齎
す
も
の

で
あ

っ
て
、

一
子
相
続
制
が
何
等
の
必
要
な
き
か
、
叉
は
僅
少
の
必
要
あ
る
に
止

ま
る
場
A
ロ
に
於
て
.
此
の
地
方

に

一
子
相
続
制
を
擬
用
す

る
は
之
を
避
く

べ
き
で
め
る
。
蓋
し
牧
盆
横
熔
に
從
ふ
±
地
評
償
を
規
定
す
る
重
要
法

規
は
實
施

に
際
し
茜
だ
し
き
困
難

に
遭
遇
す
る
か
ら
で
あ
る
。

暴
れ
確
か
に
事
實
で
あ
る
。

「
般
農
家
に
簿
記

の
風
付
は
れ
、
農
業
評
償
學

の
普
及
す

る
に
至
ら
ば
此
の
困
難

は
減
少
す
る
で
あ
ら
う
け
れ
こ
も
、
今
日
に
於
て
精
密
に
農
場
の
牧
盆
を
算
出
す
る
は
不
可
能

`
謂
ふ
べ
く
、
極

め
て
大
磯

の
推
定
た
る
に
止
ま

る
で
あ
ら
う
。

㈲
相
続
に
際
し
土
地

分
割
は
之
を
防
ぎ
得

る
も
牢
晴
の
農
地
分
割
、
萱
買
、
抵
當
、
譲
與
等
を
認
む
る
に
於
て

は
中
小
農
地

の
細
分
喪
失
を
完
全
に
防
ぎ
得
な

い
で
あ
ら
う
ご
論
ぜ
ら
る
。

一
子
相
続
制
の
本
來
の
目
的
た
る
や
相
綾

な
る
偶
然

の
事
情
に
基
ざ
農
地

の
経
済
的
技
術
的
輩
位
等
を
考
慮
す

る
こ
ξ
な
く
細
分
せ
ら
る

、
こ
ご
を
防
止
せ
ん
こ
す

る
の
で
あ

っ
て
、
ス
タ
イ
ン
の
謂

へ
る
如
く
、
相
続
分
割
は

1)BOchenbe1'ge=',A皇1'arwesenandAgrarEolitikB.1.S.415,4L6,
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経
済
的
原
因
よ
b
も
寧
ろ
偶
然
の
原
因
に
依

る
が
故

に
本
来
不
當
で
あ
る
。
ε
謂

へ
る
や
う
相
続

に
際
し
土
地
を

不
経
済
的
に
諸
子
に
均
分
す
る
弊
を
除

か
ん
が
た
め
で
あ
る
。
從
て
}半
時
に
於
け
る
農
地

分
割
質
買
等

に
劃
す
る

施
設
を
缺
如

せ
る
は
勿
論
で
あ
る
。
か

、
る
李
塒
に
於
け

る
所
有
地
拘
束
は
果

し
て
国
民
経
済
上
有
益
な
b
や
否

や
の
論
議
は
之
を
縄
目
に
譲

る
で
あ
ら
う
。

㈲

H
手
相
績

に
服
す
る
農
場
の
面
積

に
制
限
な
き
が
故
に
大
地
圭
の
農
地
ご
錐
も
分
割
せ
ら

る
、
こ
ご
な
く
.

爲
め
に
土
地

の
兼
併
の
勢
を
増
進
し
不
合
理
な
る
土
地
所
有
飛
態
を
出
現
す
る
で
あ
ら
う
。
加
之
土
地
を
全
部

一

子

に
與

へ
分
割
を
豫
防
す

る
も
其
の
者
に
し
て
自
作

せ
す

、
之
を
分
割
し
て
小
作
せ
し
む
る
場
合
に
於

て
は
国
民

経
済
上
何
等
益
す
る
こ
ご
が
な
い
コ
否
小
作
小
農
の
存
在
は
自
作
小
農
の
場
合
よ
り
も
寧

ろ
弊
害
の
多

い
所

で
あ

る

ε

。
一
子
粗
糖
制
は
牢
素
の
土
地
分
割
並
に
遺
言
に
依
る
土
地
分
割
を
妨
げ
な

い
か
ら
大
地
主
の
土
地

ご
錐
も
分
割

せ
ら

る
、
の
機
會
無
き
に
非
ざ
る
も
、
斯
制

の
存
在
は
之
を
困
難

に
す
る
は
明
白
で
み
る
。
土
地
兼
併

の
弊
の
甚

だ
し
き
地
方

に
於
て
は

　
手
相
綾
制
の
適
用
せ
ら
る
、
所
有
地
の
最
大
限
度
を
規
定
す
る
の
・必
要
も
起

る
で
あ
ら

.

う
o芳

し

一
子
相
続
人

に
し
て
相
綾
地
を
自
作
せ
す
、
之
を
小
作
に
附
す
る
に
於
て
は
国
民
経
済
上
寧
ろ
有
害
で
あ

る
。
プ

レ
ソ
タ
ノ
ー
の
謂

ふ
や
う
、
土
地
を

】
家
に
維
持
せ
ざ
る

べ
か
ら
す

ご
の
標
語
を
以
て

一
子
相
続
法
を
主
張

す

る
も
の
な
る
が
、
此
の
要
求
た
乃
や
若
し
も

一
子
相
続
人
に
し
て
諸
子
均
分
制
に
依
て
新
に
土
地
を
獲
得
す
る

も
の
に
比
し

一
層
良
く
耕
作
す
る
場
合
に
於

て
の
み
正
當
で
あ
る
。
土
地
所
有
権
は
全
人
類
の
共
有
た
る
も
.の
を

観

菊

一
子
相
続
制
度
に
就
て

第
十
八
巻

(第
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號
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籔
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第
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號
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入
)
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四

ロ

濁
占
的
に
利
用
せ
し
む
る
の
特
樒
己
し
て
.、
土
地
を
愛
撫

し
改
頁
す

る
の
義
務
を
有
す

ご
。
誠

に
撚
り
ざ
謂
ふ
べ

き
で
め
る
。
若
し
土
地
所
有
者
に
し
て
王
地
の
耕
作
改
頁
を
止
む
る
な
ら
ば
国
民
経
済
上
土
地
所
有
権

を
主
張
す

べ
き
何
等
の
理
・田
も
な
い
。
土
地
所
有
権
は
輩
に
地
代
を
獲
得
す
る
の
手
段
に
過
ぎ
す
ご
の
見
解
よ
り
出
獲
し
て

健
實
な
る
私
有
制
度
の
理
論
を
立

つ
る
を
得
な

い
の
で
あ
ボ
。
現
行

一
子
相
綾
法
に
は
此
の
黙

に
就
て
何
等
の
制

限
を
も
設
.け
.て
る
な
い
が
、
或
程
度
ま
で
此
の
弊
害
を
防
止
す

べ
き
新
規
定
採
用
の
必
要
を
思
は
し
め
る
。

第

四

結

論

要
之

「
子
相
纈
制
に
は
利
害
共

に
存
し
て
み
る
。
之
を
以
て
多
少
農
地

砺
細
分
を
防
止
し
得

る
も
、同
時

に
大
地

主

の
土
地
兼
併
を
生
せ
し
む
る
の
恐
が
る
る
。
從

て

一
子
相
続
制
度
を

喝
破

に
普
及
ぜ
ん
ε
す
る
の
要
求
は
之
を

適
度
に
解
す

"、
き
で
あ
る
。

一
定
前
提
の
下
に
於
て
は

一
子
相
鞭
制
は
健
全
な
る
腿
晟
階
級
維
持
の
爲
め
に
必
要

な
る
所
な
る
が
、
他
の
ル前
提

の
下
に
於
て
は
分
割
粗
糖
制
も
亦
多
少
の
経
済
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
從

て
農
民
相
続
法
に
於
て
農
業
問
題

の
真
髓
を
認

め
ん
`
す

る
の
は
常
談
制
を
過
大
現
せ
る
も
の
で
あ
る
。
之
に
反

し
他
方
無
制
限
な
る
自
由
分
割
は
到
る
庭
農
地
を
分
裂

せ
し
め
、
不
幸
な
る
無
産
者
を
生
せ
し
む
る
も
の
で
は
な

い
。
例

へ
ば
氣
候
温
和
に
し
て
豊
饒
な
る
地
方
或
は
大
都
市
の
附
近
に
し
て
園
藝
的
耕
作
を
行
ひ
又
工
業
の
獲
展

の
た
め
農
民
家
族
の
飴
剰
勢
働
は
常

に
副
業

の
機
會
を
有
す
る
地
方
に
於
て
は
、
分
割
相
続
制
必
す
し
も
弊
害
を

俘

ふ
も
の
で
は
な

い
。

か

、
る
地
方
に
於
て
は
多
数
の
相
続
人
ば
其

の
相
続
地
を
資
却
す
る
が
故

に
、
常

に
多
数

の
土
地
は
市
場
に
費
却
せ
ら
れ
從
て
農
地
を
所
有
せ
ざ
る
者
も
容
易
に
之
を
購
入
す
る
の
機
會
が
與

へ
ら
れ
、
ヌ

小
農
地
所
有
者
は
適
當
に
之
を
櫨
張
す
る
こ
ご
を
得
。
此

の
事
情
は
農
民
の
勤
勉
節
約
を
促
す
厨

で
あ
る
。
か

＼

る
地
方
は
普
通
都
市
に
接
近
せ
る
が
故
に
、
共

の
影
響
を
被
b
自
由
巫
-等
思
想
が

一
般
に
獲
達

し

一
子
相
縛
制
の

1)Bre鼠aro,Erbrechtpoliヒik、S、39ア

2)」,S.Mill,Principles.ofpo'iticaleconomyp.235
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秘
本
條
件
た
る
家
族

的
精
神
が
衰
退
し

つ
、
あ
る
を
以
て
、
か
、
る
地
方
に
於
て

一
子
相
続
制
を
探
用
せ
ん
か
共

同
相
続
人
は
必
ず
や
充
分
な
る
相
続
分
を
要
求
す
る
で
あ
ら
う
。
加
ふ
る
に
か
.＼
地
方
の
集
約
的
園
藝
的
農
業

は

多
額
の
縄
餐
資
本
を
必
要
ε
す

る
。若

し
共

同
相
続
人
に
充
分
な
る
賠
償
額
を
支
佛

ふ
場
合
に
於
て
滋
脂
家
畜
器
具

機
械
笹
櫓
充
分
利
用
す
る
の
経
管
資
金
を
峡
き
、
其
の
結
果
脛
憐
牧
盆
の
減
退
を
齎
ら
し
相
続
分
償
却
は
甚
だ
困

難

こ
な
る
で
あ
ら
う
。
吾
人
に
し
て
古
代
に
於
け
る

　
子
相
纏
制
度
の
永
続
せ
る
の
故
を
以
て
直
ち
に
現
代
に
於

て
其
の
愛
當
性
を
求

め
ん
ε
す
る
は
、

一
子
相
纈
人
の
兄
弟
は
昔
時
の
如
き
婢
僕

の
状
態
の
下
に
家
庭

に
於
て
働

き
其
れ
以
上
要
求

せ
ざ
b
し
時
代
を
回
想
せ
る
も
の
に
し
て
誤
謬
た
る
を
免
れ
な

い
で
あ
ら
う
。
個
人
主
義

の
益

々
勃
興
せ
る
現
代
に
於
て
は

一
子
相
続
制
は
寧

ろ

一
般
普
通
法
ε
相
並
ん
で
適
用
し
其
の
施
行
範
團
を
特
定
地
方

に
限
る
べ
き
で
あ
る
。
帥
ち
立
法
の
個
性
化
を
藪
に
實
行
す

べ
き
で
あ
る
、
森
林
地
万
山
厭
地
方
等

一
般
的
に
維

楼
條
件

の
不
利
な
る
地
方
に
適
用
す

べ
き
で
ゐ
ら
う
。

縢
て
本
邦
を
見
る
に
古
來
よ
b
長
子
相
続
制
行

は
れ
、
我
が
民
法
の
規
定
叉
之
を
認
む
。
民
法
第

一
=
二
〇
條

以
下
に
は
競
留
分
の
規
定
を
設
け
て
特
に
家
督
相
纏
人
を
保
護
し
て
み
る
。
而
し
で
本
邦
農
家
の
大
部
分
は
慣
習

上
必
要
上
其
の
農
地

の
全
部
を

一
子
に
相
続
せ
し
む
る
を
常

こ
す

る
。
即
ち
本
邦
に
於
て
農
地
に
關
す
る
特
定
法

、

律
無
き
も
事
實

に
於
て

　
手
相
績
御
行
は
る
。
只
我
国
に
於
て
は

　
般
原
則
ざ
し
て
諸
子
均
分
制

㌍
探
ら
ざ
る
を

以
て
共
同
相
絞
人
な
る
も
の
な
く
、
農
地
相
纏

に
際
し
特
に
同
胞
に
賠
償
す
る
の
要
な
し
。
之
を
見

る
に
本
邦

り

「
手
相
紬
は
猫
襖
等
に
比
し
甚
だ
強
大
な
る
の
親

め
り
。
暴
れ
我
国
に
於
て
は
特
殊

の
家
族
制
度

に
基
く
も
の
な

る
に
依
る
。
然
し
時
代
の
獲
展

に
件

ひ
自
由
半
誓
思
想
の
駿
蓮
に
從
ひ
欧
洲
各
国
の
そ
れ
の
如

く
今
口
我
国

の
長

子
相
繧
制
も
亦
漸
次
共
の
強
大
さ
を
失
ふ
に
至
る
傾
向
を
認

め
ざ

乃
を
得
な

い
で
あ
ら
う
。
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